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○うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例 

平成２５年１２月２４日 

条例第４７号 

改正 平成２６年９月２２日条例第２１号 

平成２６年１２月１９日条例第２７号 

うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成１７年うるま市条例第

９２号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、母子及び父子家庭等（以下「母子家庭等」という。）に対し、

医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の生活の安定と自立を支援し、も

って母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 児童 １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をい

う。 

（２） 母子家庭の母 次に掲げる者をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。以下「法」と

いう。）第６条第１項に規定する配偶者のない女子であって、規則で定める児

童を監護している者 

イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号）第１０条第１項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命

令が発せられた女子であって、児童を監護している者 

（３） 父子家庭の父 前号ア及びイの規定に準ずる男子をいう。 

（４） 養育者 父母が死亡した児童又は父母が監護しない児童（規則で定める児

童に限る。）を養育する（その児童と同居し、これを監護し、かつ、その生計を

維持することをいう。以下同じ。）者をいう。 

（５） 保護者 前３号に掲げる者（規則で定める者を除く。）をいう。 

（６） 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 
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ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

オ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

キ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

（７） 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、保

険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費並びに医

療保険各法以外の法令の規定による医療に要する費用をいう。 

（８） 一部負担金 母子家庭等に係る医療費のうち、医療保険各法又は医療保険

各法以外の法令の規定により、次条に規定する対象者が負担すべき額をいう。 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、本市の区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの

であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただ

し、修学等の理由により本市の区域外（日本国内に限る。）に住所を有する児童又

は本市を生活の本拠としていることが明らかで、やむを得ない事由により住民票記

載の申請が行えない者は、本市の区域内に住所を有する者とみなし、対象とするこ

とができる。 

（１） 保護者（養育者を除く。）及びその児童 

（２） 養育者が養育する前条第４号に規定する児童 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

（２） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１

項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則

第４条第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永
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住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１

０６号）附則第２条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例によることとさ

れた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支援給付を含む。）を受けてい

る者 

（３） 前項に規定する対象者又は対象者に係る医療保険各法による被保険者その

他これに準ずる者が負担すべき医療費の額の全てを、国又は地方公共団体におい

て負担している施設に入所している者（一部負担金が発生する者を除く。） 

（４） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規定する小

規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４第１項に規定する里親に委

託されている者 

（５） 規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることがで

きる者 

（助成の制限） 

第４条 医療費の助成は、次の各号のいずれかに該当するときは、８月１日から翌年

の７月３１日までの間は、行わない。 

（１） 保護者の前年の所得（１月から７月までに申請する者については、前々年

の所得をいう。以下同じ。）が規則で定める額以上であるとき。 

（２） 保護者の配偶者の前年の所得又は保護者の民法（明治２９年法律第８９

号）第８７７条第１項に定める扶養義務者でその保護者と生計を同じくする者の

前年の所得が、当該配偶者又は扶養義務者の扶養親族等の有無及び人数に応じ

て、規則で定める額以上であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に

関しては、規則の定めるところによる。 

３ 第１項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定めるところによ

る。 

（受給資格の認定及び受給者証の交付） 

第５条 保護者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところによ

り市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。 
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２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、受

給資格を認定し、受給者証を交付するものとする。 

（受給者証の有効期間） 

第６条 受給者証の有効期間は、８月１日から翌年の７月３１日までとする。ただ

し、最初に交付される受給者証については、受給者証の交付申請日（他の市町村か

ら当該市町村の受給者であったものが転入してきた場合は、本市に住所を有するこ

とになった日をいう。）から、最初に到来する７月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の理由により第３条に規定する対象者となる者の

受給者証の有効期間は、規則で定めるところによる。 

３ 第３条に規定する対象者としての資格要件に該当しなくなった場合における受給

者証の有効期間は、その事実の発生日の前日までとする。ただし、死亡の場合は、

その死亡した日とする。 

（助成の範囲） 

第７条 市長は、対象者に係る医療費につき、一部負担金を支払った場合において、

当該支払額（高額療養費、附加給付等及び高額介護合算療養費があるときは、その

額を控除した額）から規則で定める額を控除した額を助成する。ただし、法令等の

規定により国又は他の地方公共団体の負担による医療費に関する給付が行われたと

きは、その限度において助成しない。 

（助成の方法） 

第８条 医療費の助成は、規則で定めるところにより、第５条第２項の受給資格の認

定を受けた者（以下「受給資格者」という。）の申請に基づき、受給資格者に助成

金を支給することにより行うものとする。 

（届出の義務） 

第９条 受給資格者は、第５条第１項の規定により申請した事項に変更が生じたとき

は、その旨を速やかに市長に届出なければならない。 

２ 受給資格者は、その家庭に属する対象者の現況について、規則の定めるところに

より、市長に届出なければならない。 

３ 市長は、受給資格者が前２項の規定による届出を行わないときは、医療費の助成

を行わないことができる。 
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（受給資格の消滅） 

第１０条 受給資格は、次のいずれかに該当したときは、消滅する。 

（１） 対象者が第３条第１項各号に該当しなくなったとき。 

（２） 受給資格者が前条第２項の規定による届出について、当該届出をすべき期

間の末日の翌日から起算して２年以内に行わないとき。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 受給者は、医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

（助成金の返還） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があると

きは、既に支給した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費等の助成につ

いて適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年９月２２日条例第２１号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１９日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後のうるま市母子及び父子家庭等医療費助

成に関する条例の規定は、平成２６年１０月１日から適用する。 

 


